
328.　6.　1
　
都
で
は
受
験
生（
中
学
３
年
生・

高
校
３
年
生
）
を
持
つ
一
定
以
下

の
所
得
世
帯
の
生
計
中
心
者
に
対

し
、
学
習
塾
な
ど
の
費
用
や
受
験

費
用
に
つ
い
て
、
無
利
子
で
貸
し

付
け
を
行
い
ま
す
。
条
件
に
よ
り
、

返
済
も
免
除
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
【
事
業
の
内
容
】現
在
、中
学
３

年
生
・
高
校
３
年
生
お
よ
び　
歳
２０

未
満
の
高
校
・
大
学
等
中
途
退
学

者
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
合
格
者
、浪
人
生
な
ど
が
高
校・

大
学
・
専
門
学
校
な
ど
に
入
学
す

る
た
め
の
受
験
料
と
学
習
塾
な
ど

の
費
用
を
貸
し
付
け
ま
す

　
【
貸
付
金
額
】受
験
料
貸
付
金
＝

中
学
３
年
生
が
２
万
７
４
０
０
円
、

高
校
３
年
生
な
ど
が
８
万
円
▼
学

習
塾
等
貸
付
金
＝
中
学
３
年
生
お

よ
び
高
校
３
年
生
な
ど　
万
円

２０

　
※
い
ず
れ
も
上
限
額
。

　
【
利
用
で
き
る
方
】次
の
①
～
⑦

の
す
べ
て
を
満
た
す
方

　
①
引
き
続
き
１
年
以
上
都
内
に

居
住
し
て
い
る
②　
歳
以
上
の
世

２０

帯
の
生
計
中
心
者
③
世
帯
収
入

（
父
母
等
養
育
者
）
の
総
収
入
ま

た
は
総
所
得
を
合
算
し
た
金
額
が

一
定
の
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と

（
世
帯
人
数
〈
父
母
等
養
育
者
お

よ
び
就
労
前
の
子
ど
も
〉
の
合
計

が
４
人
の
場
合
、
給
与
収
入
〈
年

間
〉一
般
３
８
６
万
４
０
０
０
円・

ひ
と
り
親
４
４
１
万
５
０
０
０

円
）
家
賃
控
除
が
で
き
る
場
合
も

あ
り
ま
す
④
預
貯
金
な
ど
の
保
有

資
産
が
６
０
０
万
円
以
下
⑤
土

地・建
物
を
所
有
し
て
い
な
い（
現

在
居
住
し
て
い
る
場
所
お
よ
び
不

動
産
所
得
を
得
て
い
な
い
土
地
・

建
物
を
除
く
。
た
だ
し
、
不
動
産

所
得
が
あ
っ
て
も
状
況
に
よ
り
対

象
と
な
る
場
合
あ
り
）
⑥
生
活
保

護
受
給
世
帯
で
な
い
⑦
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第

　
号
）
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す

７７る
暴
力
団
員
で
な
い

　
※
こ
の
他
、
連
帯
保
証
人
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
申
し
込
み
は　

年
２
月　

日

２９

１５

（
水
）
ま
で
に
福
祉
総
務
課
（
市

役
所
１
階
）
へ
。

　
※
申
請
書
は
２
月
８
日
（
水
）

ま
で
に
同
課
へ
受
け
取
り
に
来
て

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
福
祉
政
策
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
１
へ
。

　
　
年
に
見
直
し
た
「
一
般
廃
棄

２４
物
処
理
基
本
計
画
」
を
見
直
し
ま

す
。
こ
れ
は
廃
棄
物
の
発
生
・
排

出
抑
制
や
減
量
化
・
資
源
化
を
は

じ
め
と
す
る
適
正

処
理
に
関
し
て
、

現
状
に
即
応
し
た

計
画
に
改
定
す
る

た
め
の
も
の
で
、

５
年
に
１
度
行
っ

て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、審
議・

答
申
に
係
る
委
員

を
募
集
し
ま
す
。
会
議
は
月
１
回
、

平
日
の
日
中
に
行
い
、
来
年
２
月

ご
ろ
ま
で
の
計
６
回
程
度
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　
委
員
に
は
報
酬
を
支
払
い
ま
す
。

　
【
応
募
資
格
】
市
内
在
住・在
勤

の
方
　
【
募
集
人
数
】
５
人

　
【
応
募
方
法
】６
月　
日（
金
）ま

２４

で
に
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
応

募
理
由
（
４
０
０
字
程
度
）
を
任

意
の
用
紙
に
記
入
の
上
、
〒
２
０

３
儿
０
０
４
２
、
八
幡
町
２
儿　
１０

儿　
、
ご
み
対
策
課
宛
て
郵
送
を

１０
　
※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
選
考

の
上
、
結
果
を
本
人
宛
て
に
通
知

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
３
・
２

１
１
７
へ
。

差

別

の

定

義

都
立
清
瀬
特
別
支
援
学
校
P
T
A

松
尾
美
奈
子

　

「
差
別
」
と
「
平
等
」
は
紙
一
重

だ
、
と
私
は
考
え
る
。
例
え
ば
、

私
は
、
職
場
で
効
率
を
上
げ
る
た

め
適
材
適
所
に
社
員
を
配
置
し
、

そ
れ
ぞ
れ
得
意
な
仕
事
を
さ
せ
る

こ
と
が
「
平
等
」
だ
と
思
う
の
だ

が
、
企
業
は
「
同
量
の
仕
事
を
そ

れ
ぞ
れ
に
与
え
る
こ
と
が
平
等
」

と
言
い
、
仕
事
量
に
格
差
が
で
き

る
と
「
差
別
」
と
言
う
。
確
か
に

ど
の
仕
事
も
そ
つ
な
く
こ
な
す
人

に
は
そ
う
だ
ろ
う
が
、
苦
手
な
仕

事
を
人
の
倍
以
上
の
時
間
と
労
力

で
こ
な
す
人
に
と
っ
て
、
果
た
し

て
こ
れ
は
平
等
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
日
、
電
車
で
奇
声
を
上
げ

る
子
ど
も
を
放
置
し
て
寝
て
い
る

母
親
に
、
年
配
の
方
が
「
子
ど
も

が
騒
い
で
い
る
の
に
怒
ら
な
い
と

は
親
と
し
て
の
自
覚
が
あ
る
の

か
」
と
怒
鳴
っ
た
。
毎
日
「
知
的

障
害
児
本
人
に
も
止
め
ら
れ
な
い

行
動
を
無
理
に
止
め
る
と
他
害
す

る
か
ら
」
と
神
経
を
す
り
減
ら
し

て
育
児
し
、
つ
い
う
た
た
寝
を
し

た
ら
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。

別
の
日
、
体
調
不
良
で
仕
事
を
早

退
し
、
や
っ
と
の
思
い
で
駅
に
着

く
と
、
ち
ょ
う
ど
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

が
来
た
の
で
乗
ろ
う
と
し
た
ら
、

後
ろ
か
ら
す
ご
い
勢
い
で
車
い
す

が
割
り
込
み
「
歩
け
る
く
せ
に
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
る
な
」
と
怒
鳴

っ
て
ド
ア
を
閉
め
て
し
ま
っ
た
。

誰
で
も
具
合
は
悪
く
な
る
し
、
ま

し
て
や
早
退
す
る
ほ
ど
体
調
が
悪

い
の
に
「
車
い
す
は
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
に
乗
っ
て
当
た
り
前
、
歩
け
る

な
ら
乗
る
な
」
と
言
わ
れ
る
。「
差

別
」
と
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。 

　

障
害
者
は
「
守
ら
れ
る
べ
き
弱

者
」
で
は
な
く
「
苦
手
な
こ
と
が

人
よ
り
多
く
あ
る
一
般
人
」
で
あ

り
、「
何
も
で
き
な
い
」
と
は
限
ら

な
い
。
だ
か
ら
「
で
き
な
い
こ
と

は
や
ら
な
く
て
も
い
い
」
の
で
は

な
く
「
ど
う
し
た
ら
で
き
る
の
か
」

と
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要
な
の

だ
。「
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
す
る
。

で
き
な
い
こ
と
は
助
け
合
う
」
と

い
う
思
い
で
「
等
価
交
換
＝
平
等
」

で
は
な
く
「
自
分
に
で
き
る
こ
と

を
行
動
に
起
こ
す
＝
平
等
」
と
考

え
て
ほ
し
い
。
で
き
る
こ
と
が
多

い
人
も
い
れ
ば
、
で
き
な
い
こ
と

が
多
い
人
も
い
る
。
た
く
さ
ん
の

助
け
に
な
る
人
も
い
れ
ば
、
た
く

さ
ん
の
助
け
が
必
要
な
人
も
い
る
。

障
害
の
有
無
に
関
係
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
に
合
っ
た
「
助
け
合
い
」
を

し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
「
障
害
者

差
別
解
消
法
」
の
本
質
な
の
だ
と
、

私
は
思
う
。

　

障
害
者
差
別
解
消
法
に
つ
い
て

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

　
【
勤
務
時
間
】祝
日
を
除
く
月
曜

～
土
曜
日（
変
則
勤
務
あ
り
）。
学

童
保
育
所
は
月
曜
～
金
曜
日
の
午

前
８
時　
分
～
午
後
６
時
、
土
曜

１５

日
の
午
前
８
時　
分
～
午
後
４
時

１５

　
分
の
う
ち
４
～
７
時
間
勤
務
。

１５児
童
館
は
午
前
８
時
半
～
午
後
７

時　
分
の
う
ち
４
～
７
・
５
時
間

１５
勤
務
。
原
則
月　
時
間
程
度
。　

７５

７５

時
間
以
上
の
勤
務
に
つ
い
て
も
応

相
談
　
【
賃
金
】時
給
１
０
０
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
６
月　
日
（
金
）

２４

ま
で
に
、
市
販
の
履
歴
書
（
写
真

貼
付
）
を
児
童
青
少
年
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い（
正
午
～
午
後
１
時
と
土
曜・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。
郵
送
不

可
）。
書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
、

決
定
し
ま
す
。

　
嘱
託
職
員
（
有
資
格
者
）
も
併

せ
て
募
集
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

視
覚
障
害
者
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー

　
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は

視
覚
障
害
者
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
仕
事
の
内
容
】視
覚
障
害
者
の

外
出
支
援
（
外
出
先
に
お
い
て
必

要
な
視
覚
的
情
報
の
支
援
な
ど
）

　
【
時
給
】
１
０
０
０
円
か
ら

　
【
資
格
】同
行
援
護
従
業
者
養
成

研
修
（
一
般
課
程
お
よ
び
応
用
課

程
）
を
修
了
し
た　
歳
ま
で
の
方

６５

　
【
そ
の
他
】短
時
間
の
ガ
イ
ド
が

学
童
保
育
所
・
児
童
館

夏
季
臨
時
職
員

　
夏
休
み
（
７
月
・
８
月
）
の
臨

時
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
勤
務
内
容
】
学
童
保
育
所・児

童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育
補
助

　
【
資
格
】　

歳
以
上
、高
校
生
不

１８

可
　
【
募
集
人
数
】　

人
程
度

２０

で
き
る
方
、
歓
迎
し
ま
す

　
詳
し
く
は
、
さ
い
わ
い
福
祉
セ

ン
タ
ー
☎
４
７
７・２
７
１
１（
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）
へ
。

わ
か
く
さ
学
園
送
迎
バ

ス
運
転
手（
臨
時
職
員
）

　
【
雇
用
期
間
】７
月
１
日
～
９
月

　
日
（
更
新
可
）

３０
　
【
勤
務
日
時
】週
２
日
程
度
、午

前
８
時
半
～　
時
と
午
後
２
時
半

１０

～
４
時

　
【
業
務
内
容
】送
迎
バ
ス
の
運
転

　
【
資
格
】
中
型
運
転
免
許
以
上

　
【
賃
金
】時
給
１
１
０
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
と
詳
し
く
は
、
わ
か

く
さ
学
園
☎
４
６
７
・
３
２
７
５

へ
。

　
市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
に
か

か
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当

の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。
６
月

１
日
（
水
）
か
ら
同
手
当
の
所
得

制
限
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　
同
手
当
は
次
の
通
り
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
方

　
①　
歳
未
満
の
児
童
、
ま
た
は

１８

　
歳
未
満
で
児
童
扶
養
手
当
・
特

２０別
児
童
扶
養
手
当
・
児
童
育
成
手

当
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
制
度
の
障
害
の
要
件
で
認
定
を

受
け
た
児
童
と
同
居
し
、
扶
養
す

る
ひ
と
り
親
家
庭
で
あ
る
②
自
ら

が
居
住
す
る
民
間
賃
貸
住
宅
を
賃

借
し
、
賃
借
料
を
支
払
っ
て
い
る

③
所
得
が
左
表
の
所
得
制
限
限
度

額
未
満
で
あ
る
④
住
宅
に
か
か
る

公
的
扶
助
を
受
け
て
い
な
い

　
【
手
当
額
】
月
３
５
０
０
円

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】賃
貸
契

約
書
の
写
し
、
申
請
者
名
義
の
口

座
が
分
か
る
も
の
、
印
鑑

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
現
況
届
の
提
出
を

　
現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
現

在
の
状
況
に
よ
り
、
引
き
続
き
手

当
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
も
の
で

す
。
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、

６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
が
勤
務
先
か
ら
支
給

さ
れ
て
い
る
公
務
員
の
方
は
、
市

で
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
世
帯
ご
と
に
、
該
当
す
る
現
況

届
を
６
月　
日
（
金
）
に
郵
送
し

１０

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、

添
付
書
類
を
ご
用
意
の
上
、
次
の

通
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】６
月　
日（
木
）必

３０

着
　
【
提
出
方
法
】
次
の
通
り

　
①
児
童
手
当
＝
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
い
ま
す

　
②
児
童
育
成
手
当
＝
直
接
児
童

青
少
年
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制

度
・
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
制
度
現
況
届

　
市
に
所
得
情
報
が
あ
る
方
（　
２８

年
１
月
１
日
に
住
民
票
の
あ
る

方
）
は
、
現
況
届
の
提
出
は
不
要

で
す
。　

月
か
ら
使
用
す
る
医
療

１０

証
は
９
月
末
に
郵
送
し
ま
す
。

　
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方
（　
２８

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
方
、

も
し
く
は
転
入
後
に
出
生
届
け
出

を
し
た
方
な
ど
）
で
児
童
手
当
の

現
況
届
を
提
出
し
た
方
は
、
医
療

証
も
更
新
さ
れ
、
所
得
情
報
が
あ

る
方
と
同
様
に
医
療
証
を
９
月
末

に
郵
送
し
ま
す
。

　
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方
（
児

童
手
当
を
市
か
ら
受
給
し
て
い
な

い
方
、
も
し
く
は
生
計
中
心
者
が

市
外
の
方
）
は
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。
提
出
が
必
要
な
方
に

は
、
現
況
届
を
６
月　
日
（
金
）

１０

に
発
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
、
添
付
書
類
を
ご
用
意

の
上
、
次
の
通
り
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、

　
月
以
降
の
医
療
証
の
交
付
が
受

１０け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】６
月　
日（
木
）必

３０

着
　
【
提
出
方
法
】郵
送
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
い
ま
す

　
※
現
在
受
給
し
て
い
な
い
方
も
、

　
年
中
の
所
得
額
や
扶
養
人
数
な

２７ど
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、
受
給
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
９

月
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

障
害
な
ど
の
当
事
者
が
考
え
る

差
別
・
配
慮
に
つ
い
て

（第２回）

　
　
年
第
２
回
市
議
会
定
例

２８
会
が
６
月
９
日
（
木
）
～　
２８

日
（
火
）
の
日
程
で
開
催
の

予
定
で
す
。
一
般
質
問
が　
１３

日
（
月
）
～　
日
（
木
）、
常

１６

任
委
員
会
が　
日
（
月
）・　

２０

２１

日（
火
）、予
算
特
別
委
員
会

が　
日
（
水
）
の
予
定
で
す
。

２２
　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当当

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
くく

ひ
と
り
親
家
庭
住
宅
手
当
の

所
得
制
限
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

東
久
留
米
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

委
員
を
募
集
し
ま
す

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２
回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議

第
２
回
市
議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
をををををををををををををををををををををををを
開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開

定
例
会
を
開
催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催

ししししししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままままままま
す

第
２
回
市
議

第
２
回
市
議
会会

定
例
会
を
開

定
例
会
を
開
催催

し
ま
し
ま
すす

ひとり親家庭住宅手当所得制限限度額表
所得制限限度額扶養親族などの人数

１９２万円未満０人

２３０万円１人

２６８万円２人

３０６万円３人

３４４万円４人

３８２万円５人

　３８万円５人以降１人増すごと
に加算する金額

　１０万円
老人控除対象配偶者、
老人扶養親族１人に
つき加算する金額

　２５万円特定扶養親族１人に
つき加算する金額

※その他、所得から控除できるものもあります。

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援

貸
付
事
業

え
さ
わ
保
育
園（
定
員
１
０
４
人
）

▼
委
託
内
容
＝
保
育
園
内
の
調
理

室
で
の
調
理
、
配
膳
、
回
収
、
洗

浄
、
清
掃
な
ど
の
一
連
の
調
理
業

務
▼
選
定
方
法
＝
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

　
市
で
は
、　

月
１
日
（
土
）
か

１０

ら
ま
え
さ
わ
保
育
園
の
給
食
調
理

業
務
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
ま

す
。
　
【
募
集
内
容
】募
集
保
育
所
＝
ま

方
式
　
※
詳
細
は
公
募
要
領
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
【
公
募
要
領
配
布
期
間
】６
月
１

日
（
水
）
～
７
月
５
日
（
火
）
に
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き

ま
す
　
詳
し
く
は
同
課
施
設
給
付
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

保
育
園
給
食
調
理
業
務
委
託

事
業
者
を
募
集
し
ま
す


